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『ふしぎ はっけん！』 

社会福祉法人 創人会 

 

きらりつばさ保育園 
〒339-0025 さいたま市緑区美園 3-29-6 

TEL ０４８－７１１－１８０８ 



 

 

FAX ０４８－７１１－６０２６ 

Mail mail@tubasahoiku.jp  

保護者の皆様へ 

この「園生活の手引き」は重要事項説明書の代わりとなるものです。園の決まりや持ち物

が記載されておりますので、大切に保管していただければと思います。 

子どもたちは乳幼児期の体験をもとに大人になっていきます。私たちは単なる子どもを預

かる施設ではなく、未来の宝である子どもたちが心身ともに健やかに育つよう、また保護者

の方が安心して子育てができる地域づくりをしていきたいと考えております。 

施設運営者 

名 称 社会福祉法人創人会 

所 在 地 さいたま市岩槻区釣上新田１４２８番地 

電 話 番 号 ０４８‐８１２‐４８５０ 

代 表 者 氏 名 理事長 笠原 俊美 

 

沿革 

平成 16 年 2 月  岩槻市にて「チャイルドルームつばさ」開設 

平成 17 年 5 月  さいたま市から家庭保育室の認定を受け「つばさ保育園」に改名 

平成 20 年 4 月  さいたま市ナーサリールームの認定を受ける 

平成 21 年 8 月  つばさ保育園が浦和美園駅前（さいたま市緑区）に移転 

平成 23年 11月 社会福祉法人 創人会 設立 

平成 24 年 4 月  つばさ保育園の旧所在地に「きらり保育園」開設 

平成 27 年 4 月  吉川市にて「きらり美南保育園」開設 

平成 29 年 4 月  さいたま市緑区にて「きらり遊愛保育園」開設 

平成 31 年 4 月  さいたま市緑区にて「きらりつばさ保育園」開設 

         （「つばさ保育園」がナーサリールームから移行） 

令和 2 年 4 月  さいたま市岩槻区にて「きらり白妙保育園」開設 

令和 5 年 2 月  さいたま市岩槻区にて児童発達支援・放課後等デイサービス「ともだちの家

スピカ」開設 

 

提供する保育の内容 

名 称 きらりつばさ保育園 

所 在 地 さいたま市緑区美園３－２９－６ 

電 話 番 号 ０４８－７１１－１８０８ 

認 可 年 月 日 平成３１年４月１日 
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施 設 長 氏 名 島田 由美 

職 員 数 １６名以上（令和５年３月現在） 

取扱う保育事業の種類 月極保育、延長保育 

施設の目的及び運営の方針 

施 設 の 目 的 
保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うこと

を目的とします。 

運 営 方 針 

・保育の提供に当たっては、園児の最善の利益を考慮し、その福祉を

積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう

努めるものとします。 

・次のとおりの保育方針に基づき、保育に関する専門性を有する職員

が、家庭との密接な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、

養護及び教育を一体的に行うものとします。 

（１）絆  笑顔と挨拶、感謝の心を大切にします。 

子ども・保護者・職員を繋げる・繋がる保育を行 

います。 

地域住民と協力し、地域に根差した保育を行います。 

（２）共育 友だちや異年齢の子と関わりながら、基本的生活習慣の

確立と社会で生きる力を育みます。 

保護者が、子育てが楽しいと思えるお手伝いをします。 

保育者として初心を忘れず、日々成長します。 

（３）個性 子どもたちが自分に自信を持てるよう関わります。 

得意な面を伸ばし、ひとりひとりが輝ける保育を 

行います。 

お互いを認め合い、思いやりや支え合う心を育て 

ます。 

・園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りなが

ら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援

等を行うよう努めるものとします。 

・園児又はその保護者を国籍、信条、社会的身分、または入所に要す

る費用を負担するか否かによって差別的な取扱いをいたしません。 

・児童福祉法、子ども子育て支援法その他関係法令・通知等を遵守し、

事業を実施するものとします。 
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職員の職種、員数及び職務の内容（令和 5年 3月現在） 

職種 員数 職務の内容 

園 長 １人 職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等

を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児

を全体的に把握し、園務をつかさどります。 

副 園 長 １人 園長の代行業務を行います。園内のマネジメントや保育

の統括を行います。 

主任保育士 １人 地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園

長を補佐し、保育内容について他の保育士を総括します。 

保 育 士 

 

１2人 

 

保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連

絡等の業務を行います。 

事 務 員 １人 庶務及び会計事務に従事します。 

用 務 員 １人 清掃・片付け等に従事します。 

 

施設の利用の開始及び終了に関する事項 

事項 内容 

利用の開始 市から保育の実施について委託を受けたときは、これ

に応じるものとします。 

利用の終了 ① 園児が小学校に就学したとき 

② ２号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給

要件に該当しなくなったとき 

③ ３号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給

要件に該当しなくなったとき 

④ 保護者から退園の申し出があったとき 

 

定員 ９０名（最大受入人数名） 

 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

クラス名 おひさま そよかぜ あおぞら にじ ながれぼし おーろら 

定員 6 

（8） 

15 

（16） 

15 

（18） 

18 

（19） 

18 

（19） 

18 

（19） 

カラー あか きみどり みずいろ ぴんく きいろ ふじ 

※最大受入人数とは保育室の面積による受け入れ可能な人数です。 
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開園日・開園時間 

月～金曜日 7:00～19:00（延長保育 18:00～19:00） 

早朝保育 短時間認定の保育時間 夕方保育 延長保育 

7：00 

～8：30 
8：30～16：30 

16：30～ 

18：00 

18：00～ 

19：00 

※短時間保育認定の場合は、早朝・夕方の保育には別途料金が発生します。 

 

休園日について 

日曜日、祝祭日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

臨時休園・登園自粛要請について 

以下の緊急事態の時は、保育の提供を行わない場合があります。 

➀ 感染症 

さいたま市の指示により、感染症に伴う登園自粛要請、休園要請があった場合 

② 自然災害 

園児、保護者、職員の安全が守れないと判断した場合 

台風による水害（洪水、内水）… 警戒レベル 3になる恐れがあるとき 

公共交通機関の計画運休が決まったとき 

小学校等が休校になったとき 

洪水、内水により園舎が浸水した場合 

大雪 … 公共交通機関の計画運休が決まったとき 

    小学校等が休校になったとき 

地震 … 園舎の一部倒壊、全壊等で、園舎が危険な場合 

③ その他 

停電、火事、紛争等で安全な保育ができない場合 

 

提出物について 

・薬・与薬依頼書・集金袋は事務所にご提出ください。それ以外のものはおたよりケースに

入れてお持ちください。なお、朝夕の事務所が開いていない場合は、保育士に直接手渡し

てください。（薬・与薬依頼書・集金袋） 

・土曜日は集金の受取はいたしませんのでご了承ください。 
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保育の特色 

・ゾーン作りによる保育 … 子どもたちが好きな遊びを選びます。 

・異年齢の関わり … 年齢が違う子と関わることで、子ども同士の遊びが発展します。 

・英語（2～5歳児）… 外部講師による英語遊びを月 2回行います。 

・ハッピーにこにこタイム（3～5歳児） 

… 選択理論心理士による、集団での遊びを月 1回行います。 

・アート（3～5歳児） 

…外部講師による絵具やクレヨン、廃材などを使った遊びを月１回行います。 

・リトミック（0～5歳児）… 外部講師によるリトミックを月 1回行います。 

・世代間交流事業 … 地域の高齢者施設などへの訪問・交流をします。 

・自然とふれあう … 人類は自然の一部です。四季や生き物の息吹を感じられるような 

           体験を大切にします。（プール遊びではなく水遊びを行います） 

各種届出について 

・勤務先および勤務時間の変更、産休や育休に入った時、住所変更、連絡先の変更、家族構

成の変更などは市役所への届け出が必要となります。速やかに園へお知らせください。 

・お子様をお預かりできる時間や保育を必要とする事由は、世帯ごとに違います。 

区役所から届いている認定書はよくお読みになった上で、必ず大切に保管してください。 

 

慣れ（慣らし）保育について（通常 1週間程度） 

お子様や保護者の方が保育園の生活や決まりに慣れるための期間です。近年の研究では、

突然死が起こりやすいのは入園（初のお昼寝）から 1週間が最も多いということが分かって

きています。それだけ、保護者の方がいない中で慣れない環境で眠ることは、小さい子にと

って不安とストレスがかかると言われています。年齢の低いお子様や集団生活が初めてのお

子様など、状況も様々ですので個々のお子様の状況・様子を見ながら、慣れるまでの期間は

徐々に保育時間を延ばしていくことが望ましいと考えております。以下の表にある回数を最

短ラインとし、A⇒B⇒Cの順番で進めていきます。別紙慣れ保育予定表に希望をご記入の上、

提出をお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 A 9:00～10:30 

（給食前まで） 

B 9:00～12:00 ※ 

(給食後) 

C 9:00～16:00 

（午後おやつまで） 

集団生活の経験なし 2回以上 2回以上 1回以上 

集団生活の経験あり

（0～2歳児） 
1回以上 2回以上 1回以上 

集団生活の経験あり

（3～5歳児） 
なし 

1回以上 

（9:00～12:30） 
1回以上 

☆授乳をしているお子様につきましては、慣れ保育時は登園前に必ず授乳を済ませてくださ

い。また、Aの日の授乳及び離乳食の提供はありませんので、ご了承ください。 

※3～5歳児は 9:00～12:30の保育となります。 
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土曜日保育 

土曜日については同一法人内の保育園と連携し、1カ所の保育施設で行う「土曜日共同保育」

を実施します。 

対象の保育施設及び土曜日の保育を実施する場所については、以下の通りです。 

対象の保育施設 保育を実施する場所 

保育所 きらり保育園 

保育所 

★きらりつばさ保育園 

緑区美園 3-29-6 

☏ 048-711-1808 

保育所 きらり遊愛保育園 

保育所 きらりつばさ保育園 

保育所 きらり白妙保育園 

※土曜日の保育時間は 7:00～18:00です（延長保育はありません） 

※保育が必要な場合は必ず一週間前までにウェルキッズにてお知らせください。（食材の発注、保

育士配置の都合上） 

 

★きらりつばさ保育園が園の行事や修繕等で使用できない場合は、きらり遊愛保育園（きら

り遊愛保育園が同じく使用できない場合はきらり保育園、きらり白妙保育園の順）での保

育になります。その場合は、事前にお知らせいたします。 

★感染症まん延時等（緊急事態宣言中、まん延防止等重点措置期間中、応急保育中）、共同保

育を行わない場合や区ごとに保育を行う場合もございます。 

★共同保育の特性上、利用する園児の情報（名前、クラス、顔写真、病気やアレルギー等の

特性）及び、緊急時に備えた保護者の連絡先を他園の職員も共有いたします。ご了承くだ

さい。 

 

延長保育について 

・延長保育は、承諾した時間内の保育となります。（勤務時間 ＋ 通勤時間） 

 月極の場合は所定の用紙がございますので、職員にお声掛けください。 

・18：35以降に残っている園児にはおやつを提供します。 

・勤務先及び勤務時間の変更等により、延長保育が必要なくなった場合は、速やかに 

お知らせください。 

・海外の保育時間は週 30時間ですので、日本の週 55時間（1時間延長ですと 60時間）と 

いう保育時間は世界に例をみない長時間保育です。利用しないで済むのであればなるべく

ご家庭での時間を大切にしてください。 

 

 

 

 



 

ウェルキッズについて 

登園・降園の時間、出欠についての管理を行うソフトです。遅刻・欠席などをスマートフ

ォンやパソコンから登録できます。病院や電車の中など、園に電話が出来ないときにご活用

ください。なお、病欠の場合は病状を記入してください。園からのお知らせを一斉メールで

お知らせしますので、必ず登録をお願いいたします。また、1週間に 1回程度、行事等の様

子をアップしますので、ぜひご覧ください。詳しくは入園初日に手紙でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てのりのについて 

園とご家庭を繋ぐ配信アプリ「てのりの」を活用した動画を配信いたします（配信時期は

不定期です）。園から発行される専用コードを入力することで特定の保護者だけに限定公開し

ています（アクセスコードの取り扱いには注意してください）。 

なお、動画はダウンロードできませんので、インターネットにアクセスして視聴してくだ

さい（アクセスコードについては別途お伝えいたします）。 

お手持ちのスマホに「てのりの」というアプリをインストールしてご覧ください。 
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ご家庭での動画視聴にあたって、下記ルールを遵守いただくようお願いいたします。 

（１）アクセスコードを無断で第三者に伝えない 

動画配信は、園専用のアクセスコードを知っている在園児の保護者の方のみが閲覧できる環境

で行います。アクセスコードは皆様の同意を得て、一斉メールでお知らせいたします。取り扱い

にはくれぐれもご注意ください。 

（２）無断で SNSやブログ等への引用、転載を行わない 

 二次利用を防ぐために動画のダウンロードや画面収録（スマホのスクリーンショット・録画）

はできないように制限されています。都度、アプリ内で再生してご視聴ください。動画を SNS や

ブログ等へ共有・転載することのないようにお願いいたします。画面収録はせず、都度、再生し

てご視聴ください。発覚次第、動画配信を取りやめることもございます。 

（３）本人確認のためのアカウント登録 

アプリを利用するにはアカウントの登録が必要です。入力された情報（保護者名、子どもの名

前・生年月日・性別）は、当園が本人確認のために利用し、退園・転園の際にはアクセスが制限

されます。 

（４）動画は 3か月で公開終了となります 

園児が写った動画がむやみに多くの方の目に触れることを防ぐため、当園が公開した動画は、

最大 3か月で公開終了になります（動画によっては 3か月より早めることがあります）。なお、 ア

プリには有料で 3か月以降も視聴できるオプションがあります（利用は任意です）。 

＜その他ご留意事項＞ 

動画ファイルを保管しているサーバーとアプリの通信は全て暗号化されており、全てのデー

タはセキュリティ付きのクラウドに保管されています。 

アプリの運営会社である株式会社サンロフトはプライバシーマークを取得しています。 
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金額について 

基本保育料 さいたま市が定めた金額を市に納入してください。 

延長保育料 
延長保育をご希望の方は、あらかじめ園に申し出てください。 

【月極】  ３０分ごと ２０００円/月 

【スポット】３０分ごと ２００円（早朝・夕方も含む） 

＊残業等により予定外でお迎えが遅れて延長保育料が発生した分は、 

スポット利用として翌月ご請求いたします。 

＊18時 35分以降のお迎えになる場合はおやつを提供いたします。 

＊閉園後の延長は、職員の残業代分として１０分毎５００円徴収させていた

だきます。 

その他の費用 

（実費徴収） 

災害共済給付制度    年額２５０円(全クラス) 

衛生備品費（０.１歳児） 食事用エプロン (月額５０円)  

おしぼり・ペーパータオル(月額４８０円) 

        （２歳児）   食事用エプロン (月額５０円) 

おしぼり・ペーパータオル(月額４８０円) 

       （３歳児以上） ペーパータオル（月額１０８円） 

給食費（3歳児以上） ７５００円/月（主食費 2800円 副食費 4700円） 

体操着（3歳児以上） 半袖…２３８６円  

 長袖…２９３６円 

           半ズボン…１７６０円 

長ズボン…３５２０円 

ブルゾン…４０３６円 

       ★スモック…１２７５円 

その他       ★コットシーツ（0～2歳児）…２１００円 

      （3～5歳児）…２３００円 

教材費（３歳児以上） 自由画帳…１７０円,おたよりケース…２２５円 

           のり補充…１００g ５２円 

          ★お道具セット…２５００円程度 

★防災頭巾…１５７５円 

卒園準備金（５歳児） 約１００００円 

行事代        4歳児合同遠足 ３０００円程度 

5歳児合同遠足 ３０００円程度 

5歳児イベント ３０００円程度 

お別れ遠足（３歳児以上） ３０００円程度 

 

※行事代については予測の金額です。内容や参加人数によって金額は前後しま 

すので、行事前に詳細の手紙をお配りします。また、年度の途中で行事が増 

えることもありますので、その都度日程や金額をお知らせいたします。 

※★は園で購入する場合の金額です。ご家庭でご用意いただくこともできます。 

 ★以外の用品は、園指定のものになります。追加購入する場合は事務所まで 

お声がけください。 
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※里帰り出産や入院等により、連続して欠席し、登園日数が 11日以下となるこ

とが事前に分かっている場合に限り、給食費、おしぼり・ペーパータオル代を

半額といたします。（登園しない月は集金なし）事前に事務所へお申し出くだ

さい。 

エンペイについて 

当園では、毎月の延長保育料・雑費などの集金について、キャッシュレス決済サービス enpay

（エンペイ）を介して行っております。 

毎月保育園から皆様の LINE に請求メッセージが届きます。メッセージ内 に請求金額や明

細が記載されております。そのままクレジットカードや LINE Pay、PayPayにてお支払い頂く

ことが可能です。また現金でのお支払いをご希望の場合は、コンビニエンスストア（ローソ

ン・ファミリーマート・ミニストップ ・セイコーマート）でお支払い頂けます。 

詳しい手続きについては入園初日に手紙でお知らせいたします。 

※LINEをご利用されていないご家庭には紙の請求書をお渡ししますので、事前に事務所まで

お申し出ください。また、LINEを活用した決済サービスですが、皆様の LINE アカウント

（IDやアイコン等）は保育園側や運営会社（株式会社エンペイ）側では一切把握出来ませ

んのでご安心ください。 

※エンペイに関する情報は右記のサービス公式サイトよりご確認頂けます。 

 

登降園時間・園児の送迎 

・9:00までに登園してください。クラスの活動及び厨房に支障が出ますので、遅刻・欠席す

る場合は必ず 8:50までにご連絡ください。9:15までに出欠の確認ができない時は、お電

話させていだきます。 

・職員配置に影響が出るため、登園が早くなる場合、お迎えが遅くなる場合は、必ず事前に

ご連絡ください。 

・園の門は常時施錠いたします。暗証番号を押してお入りください。 

・保育開始は 7:00からです。時間前に園内に入らないようお願いいたします。 

・閉園 5分前にはお迎えをお願いいたします。特に土曜日は 18：00閉園ですので、お気を付

けください。子ども達にもルールを守ることを伝えていますので、お願いいたします。 

・登降園時は、園に入った時に事務所の入口にてタブレットのタッチパネルで登降園時間の

登録をお願いいたします。また、入口に掲示している QRコードからも登録が可能です。 

・タッチパネルは故障や間違いの原因になっておりますので、お子様ではなく必ず保護者の

方が行ってください。 

 

・18:00（保育短時間の方は 16:30）を 1分でも過ぎた場合は、30分につき 200円の延長保育
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料が発生します。保育短時間の場合、時間前に登園する場合も同様です。お気を付けくだ

さい。 

・お子様を預ける際は職員に声をかけてから、預けるようにしてください。 

・お子さんの受け入れの際、保育室前にて、園児の検温をいたします。 

・体調不良の方の園内への立ち入りはお控えください。体調不良の方（一緒に来るきょうだ

い含む）が送迎にいらっしゃる場合は、玄関で受け渡しをいたします。事前にご連絡をお

願いいたします。 

・送迎時、保護者の方のマスク着用は任意ですが、咳やくしゃみ等の症状がある場合は咳エ

チケットにご協力をお願いいたします。 

・お菓子やおもちゃなど保育に関係ないものは持たせないでください。なお、カバンやリュ

ックにつけるものは、布製（ビニール製可）の のみとします。ネームタグ（5㎝程度以内）

キーホルダー等（お守りも含む）は壊れたり・失くしたりの原因になりますのでご遠慮く

ださい。 

・お子様の送り迎えの付き添いは、保護者又は保護者に代わる責任の持てる大人の方が行ってく

ださい。18歳未満の方が送迎するのはご遠慮ください。なお、荷物のみを取りにいらっしゃ

る場合は中学生以上の方でお願いいたします。 

・代理の方がお迎えに来る場合は、必ず事前にご連絡ください。事前に連絡がない場合、 

お子様の引き渡しが出来ません。また、身分証の提示を求めることがあります。 

・給食及びおやつの提供時間は以下の通りです。下記の提供時間以降に登園、提供時間より

前に降園される場合は、給食・おやつの提供ができないことがあります。そのため、給食

提供時間を過ぎて登園される場合は、昼食を済ませてからの登園をお願いいたします。 

 朝おやつ 給食 午後おやつ 

0,1歳児 9:15 11:15（離乳食は 10:30） 15:30（離乳食は 14:30） 

2～5歳児 9:15 ※2歳児のみ 11:30 15:30 

・自転車は保険の加入が県の条例で義務化されています。また、大人のヘルメット着用も努

力義務となります。事故はないのが一番ですが、送迎で自転車を使用される方は、必ず自

転車保険に加入をお願いいたします。 

・園児のきょうだい（乳幼児）をご自宅にお留守番させての送迎は、児童福祉の観点からも

適切ではありませんので、絶対におやめください。 
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駐車場について 

・駐車場の出入りの際は、安全に十分注意して出入りをお願いします。近隣の方のご迷惑と

なるような行為は厳に慎んでください。周辺住民からの苦情が多い場合は、駐車場の閉鎖 

や自家用車での登園禁止となることも考えられますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

・長時間の駐車は他の保護者の方にご迷惑になりますので、相談等のない場合は短時間で済

むようにご協力をお願いいたします。 

・駐車場での喫煙はご遠慮ください。 

・駐車場内での事故やトラブルについては、当園は一切の責任を負いかねます。 

事故のないよう、前後左右の安全をよく確認してから徐行してください。 

・駐車場内ではお子様から目を離さないようお願いいたします。また、保護者の方は必ず一

緒に手を繋いで一緒に門までお越しください（危険防止のため、お子様だけでの門の開錠

はご遠慮ください）。 

・近年保育園での車上荒らしが横行しています。貴重品は必ず持ち、短時間とはいえエンジ

ンをかけたままお車を離れることのないようお願いいたします。 
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服装・身だしなみ 

保育園は集団生活の場です。動きやすく、汚れても良いもので、自分も他の子も安全に過

ごせるよう皆さんで心がけていきたいと思います。そのため、ケガや事故につながるもの、

自立を妨げるものはお控えください。おしゃれはご自宅でお休みの日にお願いいたします。 

 

● 肩より髪が長い場合は、飾りのないゴムで縛るようお願いいたします。（ビニールのヘア

ゴムや飾りがあるヘアゴムは、取れた時に小さい子の誤飲に繋がります。また、バレッタ

やカチューシャなどの硬いものもぶつかった時などに怪我をする恐れがありますので、控

えて頂くようお願いいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3歳児以上は散歩や園外保育を行う際の目印となるため、体操着での登園をお願いいたし

ます。子どもたちが活動しやすいよう宜しくお願いいたします。 

 0・1・2歳児は脱ぎ着のしやすい服でお願いいたします。 

発達に合わせて、自分で出来る部分は自分で行います。自立心の妨げにならないよう、上

下分かれていて、お子様が着脱しやすい洋服の用意をお願いいたします。スナップ付の肌

着や素材が固めの服・靴もご遠慮ください。※満 1歳くらいまではロンパース可 

 フードや首周りに紐がある洋服は、引っ張られたり遊具に引っかけたりする可能性がある

ため、危険ですので園では着ないようにお願いします。スカートやワンピース、つなぎな

ども活動時危険ですので、お控えください。 

おしりに飾り（フリル等）のある服・下着、誤飲の原因となるスパンコールや飾りボタン

のついた洋服もはご遠慮いただけますよう、お願いいたします。 

 汚れても良い運動靴、汚れても良い服で登園してください。（ブーツ、サンダル不可） 

雨上がりの園庭や公園では、泥が付きやすくなります。 

洗ってお返しすることは難しいため、汚れてもよいものでお願いいたします。 

 寒い日の上着は、動きやすく汚れてもよいものをお願いします。（コート不可） 

 おもちゃやお菓子同様、マフラー、ネックウォーマー、帽子、手袋、ホッカイロ、リップ、

レインコート等も保育には必要ありませんので、朝の引き渡しの後にお持ち帰りください。

また、お土産やバレンタイン等も園内でのやり取りはお控えください。 

 薄着での登園をお願いいたします。大人と違い、子どもたちは動いた時の産熱量が多く、

汗をかきやすいです。また、自律神経のバランスや免疫力を高めるためにも、風邪などで

 

パッチン留め、ビニールのヘアゴム、小さいピン、バレッタ、カチューシャ等 

園では使用できないもの 
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体調を崩しているとき以外は、薄着を心がけていただければと思います。重ね着をする場

合は、インナーではなく上着でお願いいたします。 

 カバンやリュックにつけるものは、布製 

（ビニール製可）のネームタグのみでお 

願いいたします。キーホルダー等（お守 

りも含む）は壊れたり・失くしたり、乳 

児のお子さんの誤飲の原因にもなります 

のでご遠慮ください。子どもたちの行動 

はできる限り見守り、床に落ちているも 

のは拾い、片づけるよう心がけておりま 

すが、特に送迎時は手薄になります。 

 

すべての子どもたちの安全のため、保護者の皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

名前記入について 

お子さんの衣類やタオル等のお名前の記入について、後述のように統一させていただきま

す。サインペン、刺繍などの方法は自由ですが、濃く・大きな文字でお願いします。また、

文字が薄くなった場合は書き直してください。特に小さな判子タイプのものは文字がすぐに

薄くなります。できる限りお控えください。 

 

園からの貸し出しについて 

お子さんの衣類やオムツ、ビニール袋等を忘れた場合、園で貸し出しします。返却の方法

は下記の表の通り統一いたしますので、なるべくお忘れ物がないよう、ご注意ください。 

洋服、靴下、下着(上) 

午睡用シーツ・タオル 

ハンカチ 

洗濯してお返しください 

下着（下） 
未使用のものをお貸ししますので、未使用のものをお返しく

ださい 

ビニール袋・おむつ 新しいものを無記名でお返しください 

靴 洗って乾いた後にお返しください 

 

 

きらり 

はなこ 

きらりはなこ 
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登園時にご用意いただくもの 全ての持ちものに、必ず名前を書いてください。 

≪毎日の持ちもの≫ 

持ちもの 0,1歳児 2歳児 3～5歳児 備考 

通園かばん ○ ○ ○ 毎日の持ちものがすべて入るサイズ 

着替え 3組 3組 1～2組  

紙オムツ  7枚程度 5枚程度   

おしり拭き 1つ 1つ  ケース・フタは不要です 

ビニール袋 1枚 1枚 2枚 エコバックに入れてください 

エコバッグ 1枚 1枚 1枚  

ハンカチ   ○ 体操着のポケットに入れてください 

歯ブラシセット  ※1 ○  

連絡帳 ※2 ○ ○  入園後配布します 

おたよりケース ○ ○ ○ 入園後配布します 

水筒  ○ ○ 夏場のみ 

※1 2歳児クラスは秋頃からうがい用のコップをご用意いただきます。必要時にお知らせいたし

ます。 

※2 0～2歳児クラスでは、家庭での様子（お子さんの食事、睡眠など１日の生活）を把握し、

園の様子などお伝えして連携を取り合うために連絡帳を使用いたします。登園される日は必

ず記入してお持ちください。 

3～5歳児クラスはウェルキッズの連絡帳機能を使用いたします。毎日の記入は必要ありま

せん。連絡事項がある時にご利用ください。また、毎日の活動の様子を連絡帳に入力します

ので、ご確認ください。 

 

≪週明けに持参し、週末持ち帰るもの≫ 

持ちもの 0,1歳児 2歳児 3～5歳児 備考 

お昼寝バッグ ○ ○ ○ 下記のものをすべて入れる 

シーツ・上掛け ○ ○ ○  

パジャマ  ○ ○ パジャマ袋に入れる 

パジャマ袋  ○ ○  

 

＊次ページからの表の通り、記名の場所を統一いたします。   の部分に、名前をフルネーム

で大きく書いてください。指定のないものは見える位置に大きくフルネームで記名をお願いい

たします。 
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35㎝位 

50㎝位 

柄の部分に記名 

20㎝位 

20㎝位 

持ち物 内容 

通
園
か
ば
ん 

【0,1歳児】 ・毎日の持ち物がすべて入る大きさのトートバッグ 

・キーホルダー・お守り等は付けないようお願いし

ます。 

（ネームタグは可） 

通
園
か
ば
ん 

【2～5歳児】 ・お子さんが開けやすく物の出し入れがしやすい

リュックサック（ポケットがあまりない、シン

プルなタイプで口が閉まるもの、お子さんの体

に合ったもの） 

・毎日の持ち物をすべてこの中に入れてお持ちく

ださい。 

・キーホルダー・お守り等は付けないようお願い

します。（ネームタグは可） 

着
替
え 

 ・着替え（洋服上下・下着・靴下） 

０～２歳児 ３組 

３～５歳児 １～２組 

・０歳児後期からは上下分かれている服を推奨し

ています。 

・スタイが必要な方はご用意ください。 

 

お
む
つ
・
お
し
り
ふ
き 

 ・おむつ 

０,１歳児…７枚程度   ２歳児…５枚程度 

（おむつは使用後園で処理します） 

・おしりふき（ケース、フタ不要） 

・トレーニングパンツ または パンツ 

※トレーニングパンツはトイレトレーニングの状況に

より、個別に対応させていただきます。 

 

歯
ブ
ラ
シ
セ
ッ
ト 

 

 

 

  

・歯ブラシとコップをコップ袋に入れてお持ちくだ

さい。 

・コップ袋は概ね 20㎝×20㎝（巾着タイプ） 

・歯ブラシは毎日持ち帰ります。 

・歯ブラシは柄の部分に記名をしてください 

（消えやすいので名前の上にテープを貼ってい

ただくとよろしいかと思います） 

 

後ろ見ごろの内側 腰部分の内側 

履き口の内側 

35 ㎝位

い 



17 

 

50㎝位 

30㎝位 

30㎝位 

ビ
ニ
ー
ル
袋 

 ・記名したビニール袋 １枚 

水洗いした服やシーツを入れます。（エコバックの中

に入れておいてください） 

 

エ
コ
バ
ッ
ク 

 ・着替えた物を入れます。 

 

水
筒 

 ・ワンタッチで蓋が開き、直接口をつけて飲むタイプの

ものをご用意ください。（蓋が分離するもの、ストロ

ータイプはご遠慮ください） 

・散歩等に出かける際、肩から斜め掛けにして持ってい

きます。 

・中身は水かお茶系でお願いします。 

※夏場のみ 5月ＧＷ明け～9月末までの予定 

週末に持ち帰り、週明けに持参するもの 

バ
ス
タ
オ
ル
（
シ
ー
ツ
・上
掛
け
） 

 ・上掛け １枚 

・お昼寝コット用シーツ １枚 

バスタオルにゴムバンドを付けたもの。園で購入も

可能です。 

※シーツの大きさは以下のサイズが目安となります。 

上掛け（毛布）はシーツのサイズに対して、大きすぎ

ないものをご用意ください。 

 ０～２歳児クラス 60cm×90cm 

 ３～５歳児クラス 70cm×120cm 

 防水仕様のシーツは通気性が悪く、熱がこもりやすく

なるため、使用をお控えください。 

パ
ジ
ャ
マ 

 ・パジャマ  

・パジャマ袋（巾着タイプ：縦 35㎝位×横 30㎝位、

綿素材で薄手のもの、脱いだ着替えが入るサイズ） 

 

お
昼
寝
バ
ッ
グ 

 

           

・シーツ・上掛け・パジャマを入れてお持ちください。 

・マチがあると入れやすいようです。 

35㎝位 

40㎝位 

50㎝位 
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＜備考＞ 

・週末欠席してお昼寝セットを持ち帰れない場合は、取りに来ていただくか、週明け

に新しいものを持参していただき、交換をお願いいたします。 

・抱っこひもは袋に入れてコンパクトにまとめましょう。 

・季節等で必要なものは、時期がきましたら事前にお手紙にてお知らせします。 

  ・水筒    ・水遊び用品   ・お昼寝用毛布 

 

★3歳児以上の持ち物で、園に常備し、必要時に持ち帰りや点検をしていただくもの 

・スモック（絵具やペン等で汚れてもよい製作用の服） 

・防災ずきん（幼児用）    

・お道具セット（はさみ、のり、くれよん、粘土、ヘラ、自由画帳） 

 

給食 

給食は、園児の心身の健全な発達と、健康の保持・増進のために必要な栄養素を提供する

と共に、給食を通して望ましい食習慣を身につけ、体と食べ物の関係について関心を持つこ

とを目標としています。栄養士がカロリーなどを計算して献立を作成し、園内で調理をして

います。また、園で栽培した野菜や地域の方から頂いた野菜や果物を給食で提供することが

あります。（アレルギーの心配がないもの） 

入園時に法で定められたアレルギーの食材について、アンケートを取らせていただきます。

また保育園の給食で提供する主な食材記載した一覧表をお渡ししますので、まだ食べたこと

がない食材がある場合はお家で試していただきますようお願いいたします。また、毎月の給

食献立表にも使用する食材を記載しております。併せてご確認ください。 

 

【委託会社】 

株式会社メフォス（全国で保育園の給食作りを担っております） 

 

【個別対応について】 

アレルギーがある場合は、厚生労働省のガイドラインに基づき、「生活管理指導表」を提出

していただきますので、個別にお声かけさせていただきます。 

基本的には代替品ではなく、除去の対応をいたします。なお、製造ラインも含む場合や、

種類が多い場合などは園での対応ができない場合もありますので、ご了承ください。 

ヒューマンエラーを減らすため、複数のアレルギーをまとめて除去することもあります。 

また、食物アレルギーがある場合は園長（また主任）・保育士・栄養士を含めた面談を定期

的に行いますので、ご協力をお願いいたします。 

※経口摂取療法・付加試験等で、アレルギー源となる食材を口にしてからの登園はお控えく

ださい。 

※アレルギー及び宗教上の理由以外の除去は行いませんのでご了承ください。 
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離乳食とミルクの提供 
＜離乳食、授乳時間の目安＞（さいたま市保育園離乳食の手引きより抜粋） 

 AM6：00～ AM10：30～ PM2：30～ PM6：30～ PM10：00～ 

5～6 か月頃 授乳 離乳食と授乳 授乳 授乳 授乳 

7～8 か月頃 授乳 離乳食と授乳 
離乳食と 

授乳 
授乳 授乳 

9～11か月頃 授乳 離乳食と授乳 
離乳食と 

授乳 
離乳食(ご家庭) 授乳 

※離乳食開始前は 4時間ごとにミルクを飲みます。上記の表に準じ、保育園では AM10:00、

PM2:00に授乳いたします。（夕方の授乳が必要な場合は要相談） 

 

離乳食は事前に献立表をお配りし、入園時にお書きいただく離乳食進行表をもとに進めて

いきます。離乳食から幼児食への移行期間を移行食とし、お子さんの咀嚼・嚥下の状態を見

ながら、状況に合わせて食材の刻みを細かくしたり、やわらかめのご飯を提供したりするな

どの対応をしています。 

ミルクのメーカーは森永乳業の「はぐくみ」を使用しています。他のメーカーをご希望さ

れる場合はご相談ください。 

 

<ミルクの量> 

離乳食開始後については食べ具合をみて調節いたします。 

２～４か月頃    160cc ～ 200cc 

５・６か月頃（初期）   140cc ～ 200cc 

  ７・８か月頃（中期）   100cc ～ 140cc 

  ９・１１か月頃（後期）   60cc ～ 100cc   

 

食育について 

・3歳児頃から食材に触れる経験やおやつ作りを実施します。 

栄養士や調理師と共に行うことで、食への興味を高めます。また、野菜の栽培も行います。 

・給食に使われる食材が、身体の中でどのような働きをするかを学んでいきます。 

・嫌いなものを無理に食べさせることはしません。小さい子は自分の身を守るために苦い物

や酸っぱい物は、本能で吐き出すものです。味覚というものは、自分にとって大切な人が

おいしそうに食べる姿を見て変化していくと言われています。好き嫌いは無理に食べさせ

られて治るものではありませんので、食への興味・関心を高めることを優先します。 

 

 

 

※１２か月頃（離乳食終了後）から牛乳の提供

となります。 

フォローアップミルクの提供はありません。 
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プライバシーについて 

⑴ ロッカーや下駄箱、作品の表示など、文字が読めない小さな子でも自分の場所や物が分

かるよう、写真と名前の表示をしております。また、保護者専用のアプリで写真や動画

を配信しますので、ご了承ください。 

⑵ 園外部の方の目に触れる、HP（SNSを含む）や職員募集や園児募集の広告、雑誌やテレ

ビ取材等の写真や映像の使用については、確認書をもとに行います。 

⑶  土曜共同保育の利用時・小学校への進学や他園への転園時・大きな怪我等の緊急時は関

係機関（保育所・学校・医療機関・警察・消防・児童相談所・行政等）に必要な情報を

提供させていただきますので、ご了承ください。詳しくは、園に掲示してある個人情報

保護方針をご覧ください。職員についても秘密保持に関する研修を行っております。 

⑷ 行事等でお撮りになる写真やビデオについて、大切なお願いです。 

各ご家庭で様々なご事情がおありです。当園に限らず、居所を隠してお住まいのご家族

がいらっしゃる場合もあります。「私の友だちだけに配信するのだから」とお考えでも、

転送や共有、「いいね！」を繰り返すうちに、思いもしない人の手に写真や動画が渡るこ

ともあります。他のお子さんや保護者の方が写っている映像を SNSに掲載したい場合は、

必ずそのお子さんの保護者の方に了解を得るか、ご自分のお子さんの顔以外は分からな

いように画像処理をしてください。 

⑸ 園の室内外に防犯カメラを設置しております。防犯以外の目的では、日々の保育の様子

や怪我の際の確認で使用いたします。また、近隣での事件等により警察から協力要請が

あった際はデータを提供することがあります。 

 

怪我・虫刺され時の対応 

乳幼児期は小さな危険をあえて取り除かずに、危険を回避する能力や判断力を身に付ける

ことが大切という話があります。危険を避けることや怪我をしないようにすることは大切で

すが、大人がやりすぎることで返って能力を奪う一面もあるという専門家もいます。海外で

は「怪我をするのは子どもの権利」とまで言われていますが、小さなころに怪我をしてこな

かった子は、大きくなった時に大きなけがをする確率が高いことが研究データとして分かっ

てきています。 

転んだりぶつかったりした際の小さな擦り傷、あざ等はご了承ください。また、１・２歳

児クラスになると、友達とのトラブルから、噛みつきやひっかき等が増えていきますが、成

長する過程の 1つです。もちろん保育者が止めるようにしますが、前触れなく起きる可能性

があります。「成長に伴う、学びになる怪我」はご容赦ください。 
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園庭や網戸に虫よけ対策を行っていきますが、子ども達が散歩に出る際に虫よけスプレー

を使用します。また、傷の水洗い、冷却の他に、かゆみ止め（ムヒ等）、傷を保護するために

ワセリンを使用することがあります。かぶれやすいなどの理由がある場合は申し出てくださ

い。なお、特定の市販品による個別の対応は出来かねますので、ご了承ください。 

 

緊急時の対応 

・保育中に怪我や事故等で医療行為が必要な場合は、保護者の方に連絡いたします。連絡が

つかない場合は、確認書をもとに対応させていただきます。 

 病院受診に備え、保険証のコピー、子育て支援医療費受給資格証のコピーを毎年提出して

いただきます。 

※保育園で保管する、急病・負傷の際の医療機関受診のための保険証の写しについては、「医

療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について」の適用対象外となります。（厚

生労働省のホームページに明記されています） 

 

・日本スポーツ振興センター災害共済給付の加入について 

独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付の加入をしていただきます。 

共済掛金は年額３５０円です。そのうち１００円を園で負担いたしますので、年額２５０

円をご負担いただきます。詳細は別紙にてご説明いたします。 

なお、共済掛金は年度ごとの納入となっております。4月 2日以降に途中入園された方で、

以前通われていた園で今年度分の共済掛金を納入されている場合は、年度内の集金はござ

いません。 

 

・ほいくのほけん（全国私立保育園連盟保険制度） 

また、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の他に、園独自で園児団体傷害保険およ

び損害賠償保険に加入しておりますので、医療機関にかかった場合は、傷害保険の適用と

なりますので、お声掛けさせていただきます。 

 

代理店 海上商事 

通院１日 ２，０００円 

入院１日 ３，０００円 
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非常災害時の対応 

 

＜火事＞ 

ボヤ程度で園児の安全や保育に支障がない場合は園庭に避難し、消防署の指示を受けます。

安全確認を行った後に保育を再開いたします。 

大きな火災や、地震に伴う火災の場合で園が危険だと感じたときは、園長の判断で避難誘導

したのち消防署の指示に従います。 

 

＜地震＞ 

保育中に地震が起きた際は、その場で園児を集合させ、身の安全を守ります。 

園舎は地震や液状化に強い構造になっておりますので、基本的に園内で待機いたします。 

万が一園が危険と判断した場合は、美園北小学校に避難いたします。 

その場合は、玄関または門に張り紙をいたします。 

大きな災害のあとの翌日以降は、園の安全が確認できるまで保育を中止する場合もござい

ます。あらかじめご了承ください。 

 

＜台風・風雪水害＞ 

 火事、地震、感染症と違って、事前に予測がつきやすい台風、大雪時は、園児・保護者・

職員の安全を守るため、以下の対応をさせていただきます。 

消 防 計 画 作 成 

（ 変 更 ） 届 出 書 

緑消防署  令和 4年 3月 31日届出 

防火管理者 氏名 島田 由美 

避 難 訓 練 火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施します。 

防 災 設 備 
自動火災報知機・ガス漏れ報知機・非常警報装置・非常用電源・誘

導灯・カーテン、敷物、建具等の防炎処理 

避 難 場 所 

第１避難場所・・・園庭 

第２避難場所・・・園の 2階（垂直避難）※水害時 

さいたま市立美園北小学校 ※水害以外 

※安全を優先させるために、系列園やマンション等に避難すること

もあります。 
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＜ハザードマップ＞ 

 園周辺のハザードマップです。念のため、ご自宅周辺のハザードマップも、ご家族で把握

されると良いと思います。 

 

重ねるハザードマップ 

https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

  

保育中 

警戒レベル２ 
引き渡しの検討 

  レベル３に達する前に引き渡し完了を 

目指します。 

警戒レベル３以上 

（高齢者等避難） 
避難・引き渡し完了 
・園児が残っている場合は、園舎の２階または

避難所に避難します。（引き渡しは避難所と

なります） 

登園前 

交通機関の計画運休 
原則休園します 

・「午前６時時点で発令中」又は「午前６時か

ら開園時刻までに発令」した場合 

・安全が確保される場合に限り、災害復旧に関

わる業種の場合は要相談 

警戒レベル３  

（高齢者等避難） 

警戒レベル４ 以上（避難指示）  

 

 

きらり保育園 

きらり遊愛保育園 

きらり白妙保育園 

きらりつばさ保育園 

重ねるハザードマップ～自由にリスク情報を調べる～ 

https://disaportal.gsi.go.jp/
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≪避難及び引き渡し、休園について≫ 

保育所の場合、避難開始は警戒レベル３になりますが、保育施設の危機管理の専門家であ

る（株）アイギスの脇氏より、レベル３での引き渡しは危険であり、レベル３になるまでに

は引き渡しが完了しているよう推奨されております。リスクを分散させるために、事前の報

道等でレベル３が出そうな状況にあれば、レベル２で引き渡しをさせていただきます。 

「警戒レベル３」は、一般の方からすると危機感が全く感じられない場合がありますが、 

災害時に亡くなった方の約半数が「避難レベル４」の時という検証もされており、大人でも

「避難レベル４」から避難を開始したのでは間に合わないのが現状です。 

乳幼児の歩くペースは大人の倍の時間がかかりますし、水深５㎝の水の流れで進むのも困難

になります。 

風雪水害時の休園の必要性について、さいたま市私立保育園協会より動画が配信されており

ます。下の URLまたは QRコードからご覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=VuU_3jjGsh0 

＜園からの連絡の方法＞ 

・ウェルキッズにて、園の状況やお迎え、保育の中止等について一斉メールを配信します。 

・大規模災害の場合は「災害伝言ダイヤル１７１」にも録音をいたします。 

・大型台風等で登園前に災害の発生が予想されている場合は、前日または当日朝 6時の時点 

で判断し、一斉メールを配信します。 

＜休園の判断のタイミング＞ 

★午前６時の時点で臨時休園を判断。（午前の途中からの保育は行わない。） 

午前１０時の時点で安全が確認できれば、午後１３時からの保育を再開。 

（午前１０時の時点で安全が確認できなければ、１日休園。） 

＜災害後の保育再開について＞ 

・浸水や断水・停電、園舎の損壊、木々や地域の建物の倒壊等起きた場合は、健康上も安全

が確保できないため、復旧するまで保育中止とします。災害後は、下記の項目の安全が確

認できてからの保育となります。  

①施設の安全の確保  

②施設周辺の安全の確保  

③ライフラインの状況（電気、水道、ガス、通信、交通、等） 

④職員体制の確保  

⑤給食の提供（一時的に弁当持参の可能性あり） 

・安全確保の観点から保育を中止とした場合でも、防災・災害業務等（消防・警察・病院、

ライフラインの復旧等）に従事されている保護者の方で、且つご家庭でお子様をみる方がい

ない場合は、その旨を担当保育士にお申し出下さい。 

    例：父は消防職員、母は警察官などの場合 
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ただし、緊急時ですので、保育する場所（面積基準含む）、保育士の人数等は、保育の基準に

満たない場合も考えられ、系列園との共同保育もあり得ます。 

 

＜避難する場所＞ 

安全な場合は園舎内 → 園舎が危険な場合は、近隣小学校（避難所）または系列園等 

 

＜災害等の非常事態の際に関してのお願い＞ 

・当園では子育て中の保育士が多いため、災害等で幼稚園・小学校が休校となった場合、保

育に従事できる職員が少なくなります。学校等が休校になった時などは、ご家庭での保育

に、極力ご協力ください。 

・特に産休中・育休中・求職中・休職中・仕事が休み・ご自宅での仕事が可能な場合は、ご

協力を宜しくお願いいたします。 

・「警戒レベル２」以下でお仕事に行かれる場合も、帰れなくなる可能性（ご自身が帰宅困難

者になる可能性）を考慮しつつ、早めのご帰宅をご検討ください。 

 

カスタマーハラスメントへの対応 

当園の職員もみなさまと同じ感情を持つ「人」です。心ない誹謗中傷を受けることで、職

員が心身の体調を崩してしまった結果、保育の質が下がることがあります。職員がカスタマ

ーハラスメントへの対応に悩まされることなく、子どもたちと向き合うことに専念できるこ

とで、保育、教育の質をさらに向上させることができると考えておりますので、カスタマー

ハラスメントの対応についてお知らせいたします。 

 

【カスタマーハラスメントの内容】 

① 身体的な攻撃 

・職員に向かって物を投げたり、突き飛ばしたりする 

② 精神的な攻撃 

・人格を否定するような言動 

・侮辱的な言動 

・長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する 

・事実ではない事柄や、事実かどうか不明な内容を口コミやＳＮＳなどで拡散する 

③ 過大な要求 

・当法人が提供できない保育、教育の提供を強いる 

④ 個の侵害 

・保育、教育に関係の教職員のプライベート情報（連絡先、住所、学歴、家族構成等） 

 を聞き出そうとする 
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上記はあくまで一例ですが、このような事象がみられた場合、当法人として充分な保育、

教育提供が困難となり、場合によっては退園をお願いすることがあります。このような案件

が見受けられた際は顧問弁護士と相談して対応させていただきます。 

 

心も身体もたたかない子育て   ※パンフレット参照 

親の言うことを聞かない、困らせる行動ばかりする…。そんな悩みは誰にでもあると思い

ます。昨今児童虐待の話題が多く報道されていますが、特別な家庭に起こることではありま

せん。様々な条件が重なることでどこの家庭にでも起こり得ます。 

しかしながら、困った行動が叩いて良くなることはありません。むしろ、愛情があってし

つけの為に叩くことは、将来その子が親しいパートナーや友人・子どもに対して、愛があれ

ば暴力を振るうことも反対に暴力を受けることも正しいことだと学ぶことになりかねません。

職員はじめ、保護者の皆様と共に「たたかない子育て」が地域に広がるよう啓発していきた

いと考えております。 

なお、認可保育園は子どもに大きな怪我や痣がある場合、理由の有無を問わず行政や児童

相談所に報告する義務がありますので、あらかじめご了承ください。子育てや家庭の悩みを

一人で抱えることが一番良くありません。何かありましたら、話しやすい職員にご相談くだ

さい。 

また、職員には子どもの人権や虐待についての研修を行っています。職員にそのつもりが

なくても、不適切な保育と受け取られる言動がないよう、日ごろから注意しておりますが、

職員の行動や言葉がけに疑問があった際は、遠慮なく主任保育士や園長にお声掛けください。 

 

保育内容に関する相談・苦情窓口 

相談・苦情窓口は主任・副園長、解決責任者は園長となっておりますが、話しかけやすい

職員にお話しいただいても構いません。なお当園に何度言っても解決できないと感じられた

ときは、第３者委員や運営適正化委員会などもご利用ください。 

詳しくは、園玄関に掲示してあります、「意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組み

の導入」をご覧ください。 
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保育士体験について 

さいたま市の事業の一環として、保護者の方の保育士体験を実施しています。普段、お子様が

どのように園で過ごしているのか、保育士はどのようなことをしているのかを知る機会となりま

す。ご興味のある方はぜひ職員にお声掛けください。希望する日の 1週間前くらいまでに伝えて

いただけると助かります。（祖父母の方でも大丈夫です。ただし、園児 1名につき年 1回でお願

いいたします。） 

 

 

職員の研修の実施 

保育の質の向上のため、園内外での研修には保育の体制上可能な限り積極的に参加してお

ります。研修で得た知識や技術を現場に活かすため、研修に参加した職員は、研修内容を記

入し、職員会議内で報告し、共通理解を促しています。 

子どもたちにとって良いものを精査し、日常の保育に取り入れていきますので、研修の際

に担任保育士が不在になることがありますが、ご容赦ください。 

また、子どもが育っていく上では、たくさんの大人が関わることが良いとされています。

そのため、当園では日常の保育の中で保育士を入れ替えることがあります。全保育士がクラ

スの枠を超え、園の子どもたちと触れ合う機会を作っていきます。 

 

 

健康管理及び保健衛生について 

・年に 1度、健康調査票を記入して頂きます。お手数ですが、ご協力ください。 

・予防接種については各市町村の指示に従い、保護者同伴で接種してください。 

予防接種後は体調観察のため、当日の登園を控えるか降園後の接種にご協力ください。 

・予防接種、血液検査などをした場合は園にも報告をお願いいたします。 

・前日および登園前に怪我や打撲をした場合は、必ずお知らせください。 

・持病（喘息・てんかん・アレルギー体質・熱性けいれんなど）、関節の外れやすい子などは、

保育上注意しなければなりませんので、必ずお知らせください。 

・嘱託医（小児科）による内科診断を年 2回、及び嘱託歯科医による歯科検診を年 1回実施

します。 

 

嘱託内科医 … さいたま市緑区上野田の関山医院 

嘱託歯科医 … さいたま市岩槻区美園東の桑原歯科医院 

 

・毎月 1回、身体測定を行います。記録はウェルキッズに入力しますので、ウェルキッズア

プリでご確認ください。 
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・入園当初は、緊張や不安で健康状態に変化をきたしやすいと言われています。この傾向は

月齢が低いお子様ほど多く見られます。健康管理に充分ご留意いただき、いつもと変わっ

た様子が見られた場合は連絡帳と口頭でご連絡ください。また、体の具合の悪い時は無理

をせず、休ませるか早めのお迎えをお願いいたします。 

・保育園は集団生活の場ですので、風邪・下痢・嘔吐などで登園しますと、他の子に感染す

るだけでなく、その保護者の方の就労にも影響いたします。どうしてもお仕事等で早退・

お休みできない場合は、代わりの方（ご実家等）を見つけていただくか、病児保育やファ

ミリーサポートセンター、さいたま市子育て緊急サポート等をご検討ください。（事前に登

録が必要です。） 

・感染症等の感染拡大防止のため、体調不良の方の園への立ち入りをお断りしています。 

やむを得ず体調不良の方（一緒に来るきょうだい含む）が送迎される場合は、玄関で受け

渡しをいたします。事前にご連絡をお願いいたします。 

・朝、元気よく登園しても、保育中に具合が悪くなることがあります。次のような場合は連

絡をいたします。 

症状 

発熱 37.5℃以上の発熱があり、 

・元気がなく機嫌が悪い 

・咳で眠れず目覚める 

・排尿回数がいつもより減っている 

・食欲なく水分が摂れない 

※熱性けいれんの経験がある場合は個別に対応 

下痢 ・回数が多い、水様便、消化不良の便・白っぽい便が出る 

・食事や水分を摂るとその刺激で下痢をする 

・腹痛を伴う下痢がある 

嘔吐 ・複数回の嘔吐があり、水を飲んでも吐く 

・元気がなく機嫌、顔色が悪い 

・吐き気が止まらない 

・腹痛を伴う嘔吐がある 

・下痢を伴う嘔吐がある 

咳 ・咳があり眠れない 

・ゼイゼイ音、ヒューヒュー音がある 

・少し動いただけでも咳が出る 

・咳とともに嘔吐が数回ある 

発疹 ・感染症の疑いや病院受診が必要と判断される時 

・発疹が時間とともに増えた時 

その他 ・熱がなくても、食欲がなくぐったりしている、遊べずに横になってしまう等、

集団での保育が難しいと判断される時 

・目やに、目の赤みが見られ、時間と共に症状が悪化していると判断される時 
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また、以下の場合は保育園への登園を控えてください。 

症状 

発熱 ・朝から37.5℃を超えた熱がある 

・24時間以内に38℃以上の熱が出た 

・24時間以内に解熱剤を使用している 

下痢 ・24時間以内に複数回水様便がある 

・食事や水分を摂ると下痢をする 

・下痢と同時に体温がいつもより高い 

嘔吐 ・24時間以内に複数回の嘔吐がある 

・嘔吐と同時に体温がいつもより高い 

・食欲がなく水分も欲しがらない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐった

りしている等の症状が見られる 

咳 ・夜間しばしば咳のために起きる 

・ゼイゼイ音、ヒューヒュー音や呼吸困難がある 

・呼吸が速い 

・少し動いただけで咳が出る 

発疹 ・発熱とともに発疹がある 

・感染症による発疹が疑われ、医師より登園を控えるよう指示された 

・口内炎がひどく食事や水分が摂れない 

・発疹が顔面等にあり、患部を覆えない 

・浸出液が多く他児への感染のおそれがある 

・かゆみが強く手で患部を搔いてしまう 

その他 ・24時間以内に頭部をぶつけ、医師から様子を見るよう指示があった 

※受診をしていない場合はお預かりできません。受診していただき、登園に問

題がないと医師に言われた場合はお預かりできます。 

・食欲がなく朝食・水分が摂れていない  

・朝、排尿がない （脱水状態の可能性） 

・顔色が悪く、ぐったりしている 

・経口摂取療法・負荷試験等で、朝アレルギー源となる食材を口にした 

・かゆみを伴う目の赤みがある  

・目にできもののようなものが見られる 

 

 

 

※感染性のものではないと医師が診断

した場合はお預かりできます 
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保育園での与薬 

・保育園へ登園する子どもたちは、ほとんど集団生活に支障がない健康状態にあるため、通

常業務として保育園で薬を扱うことはないというのが基本的な考え方です。（病児保育では

ないため）しかし、医師の指示により保育時間内にどうしても必要な薬は、その限りでは

ありません。病院での診察の際には、保育園に通っていることを伝え、なるべく保育園で

薬を飲まなくても済むよう、朝晩 2回服用の薬を処方してもらうなど、まずお医者様にご

相談ください。服薬のタイミングは給食前または給食後とさせていただきます。給食前後

どちらでもよい場合は、給食後に与薬させていただきます。 

・市販薬や市販のハンドクリーム・リップはお預かりできません。  

・お薬を預かる際は、与薬依頼書の提出が必要です。内服薬用と外用薬用がございますので、

ご注意ください。外用薬用は 1週間使用できます。毎日依頼書を持ち帰りますので、翌日

日付を記入してお持ちください。 

・登園時に必ず一回分ずつに分けた薬を当日分のみ持参し、薬の袋や容器にフルネームでお

名前を記入して、与薬依頼書、薬剤情報提供書と共に事務所に提出してください。 

記入漏れや提出方法が違う場合は、与薬出来ません。 

・「熱が出たら」「咳が出たら」「発作が出たら」という症状を判断して与えなければならない

場合はその判断ができかねますので、その都度保護者の方にご連絡することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きらり ゆう 

きらり ゆう 

きらり 

ゆう 

縦横 20ｃｍ 

以内の大きさ 

 

きらり ゆう 

内服薬と外用薬を両方 

予薬する場合は袋を分ける 
薬の提出方法 
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気管支拡張薬（ホクナリンテープ等）の使用について 

ホクナリンテープは気管支喘息や気管支炎の時に気管支を拡張させ、咳を沈め、呼吸を楽

にする目的で使用される薬です。使用希望の方は以下の注意点をご確認の上、気管支拡張薬

確認票をご提出ください。 

・ホクナリンテープの正しい貼り方を必ず医師に確認してください。 

・子どもの手が届かないところに貼りましょう。 

・軟膏やクリームを使った上に貼らないでください。 

・テープ自体に名前を記入してください（名字か名前だけでも可）名前がない場合は、子ど

もが他の子のものを拾って付けている可能性が否定できないため、取らせていただきます。 

・取れやすい場合は、上からサージカルテープ等で固定をお願いします 

・一度剥がれたものを貼り直して使用することはできません。剥がれたら、そのテープは破

棄させていただきます。なお、剥がれた後、保育園で再度替えのテープを貼ることはでき

ません。 

・使用時に、体の震え、興奮気味になる、頭痛、吐き気などの症状がある場合は医師に確認

してください。 

 

気管支拡張薬（ホクナリンテープ等）確認票 

医師の診断により気管支拡張薬（ホクナリンテープ等）を貼っています。 

保護者名                

記入日 

令和  年  月  日 

クラス名 お子さんの名前 TEL 

病院名 処方日 

令和  年  月  日 

病名 

喘息 その他（         ） 

使用場所に×印をつけてください 

＜前＞                ＜後＞ 

（保育園使用欄） 

確認者 

 

 

 

日付 
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感染症（出席停止の取り扱いについて） 

・乳幼児の集団生活を行っている保育園では 3密（密接・密集・密閉）を避け、ソーシャル

ディスタンスを確保することは大変困難です。消毒、換気等の感染防止対策を行っており

ますが、保育園という性質上、家庭よりも感染リスクは高いとご認識の上、ご利用いただ

きますようお願いいたします。 

・保育園生活は、乳幼児の集団生活の場ですので、感染症については特に配慮しなければな

りません。感染症にかかったと思われる場合は、早急に医師の診察を受け、園に報告をし

てください。また、感染の拡大を防ぐために、本人以外のご家族が感染症にかかった場合

でも園にご報告いただきますよう、お願いいたします。 

・下記のような感染症にかかった場合は、厚生労働省のガイドラインの参考様式に沿って「医

師による意見書」または「登園届」をご提出いただくまでお子様をお預かり出来ませんの

で、ご理解の程お願いいたします。 

 なお、学校の対応と違う感染症もありますが、対応が違う理由は、学校は学級閉鎖や学年

閉鎖が可能ですが、保育園は原則閉鎖がないためです。大規模感染にならないよう、保護

者の皆さま一人ひとりのご協力が大切ですのでご理解ください。 

 

※下記以外の感染症で大規模感染が起きた場合は、意見書や登園届を求めることがあります。 

 

＜園児のマスク着用について＞ 

・あおぞら組以上のお子さんでマスク着用をご希望の方は、必ず記名をし、替えのマスクの

ご用意もお願いいたします。保管用のビニール袋（ジップロック、ポリ袋等）も記名の上

お持ちください。小さな子どもにマスクの管理は難しくリスクも考えられます。熱中症、

酸欠の危険もあるため、戸外での活動時、運動遊び、お昼寝中はマスクを外して活動いた

します。 

・おひさま組、そよかぜ組のお子さんは窒息の危険があるため、マスクの着用をお控えくだ

さい。 

 

  



34 

 

主な感染症の登園基準 

 

① 「医師による意見書」をご提出いただく感染症  

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 

麻しん（はしか） 発症 1 日前から発しん出現後の 4 日

後まで  

解熱後 3日を経過してから  

風しん 発しん出現の前 7 日から後 7 日間く

らい  

発しんが消失してから  

水痘（水ぼうそう） 発しん出現 1～2日前から痂皮形成ま

で  

すべての発しんが痂皮化して

から  

流行性耳下腺炎  

 （おたふくかぜ）  

 

発症 3日前から耳下腺腫脹後 4日 耳

下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現

してから 

5 日を経過するまで、かつ全身

状態が良好になるまで  

結核 
－ 

医師により感染の恐れがない

と認めるまで  

百日咳 

 

抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3

週間を経過するまで  

 

特有の咳が消失するまで又は 5

日間の適正な抗菌性物質製剤

による治療を終了するまで  

腸管出血性大腸菌感染症  

（O157、O26、O111等） 

－ 

症状が治まり、かつ、抗菌薬に

よる治療が終了し、48時間をあ

けて連続 2回の検便によって、

いずれも菌陰性が確認された

もの  

急性出血性結膜炎 ウイルスが呼吸器から 1～2週間、便

から数週間～数ヶ月排出される  

医師により感染の恐れがない

と認めるまで  

髄膜炎菌性髄膜炎 
－ 

医師により感染の恐れがない

と認めるまで  

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としています。 
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② 医師の診断を受け、保護者が記入する「登園届」をご提出いただく感染症  

病 名 感染しやすい期間 登園の目安 

溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始する前と開

始後 1日間 

抗菌薬内服後 24～48 時間経

過していること  

マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始する前と開

始後数日間 

発熱や激しい咳が治まってい

ること 

手足口病 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した

数日間 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の

影響がなく、普段の食事がと

れること  

伝染性紅斑（リンゴ病） 発しん出現前の 1週間  全身状態が良いこと 

胃腸炎 （ノロウイル

ス、ロタウイルス、ア

デノウイルス等） 

  

症状のある間と、症状消失後1週間（量

は減少していくが数週間ウイルスを

排泄しているので注意が必要） 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、

普段の食事がとれること  

 

ヘルパンギーナ 

 

急性期の数日間（便の中に 1か月程度

ウイルスを排泄しているので注意が

必要）  

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の

影響がなく、普段の食事がと

れること  

RSウイルス感染症 

ヒトメタニューモ 

呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、熱が無

く元気であること  

帯状疱疹 水疱を形成している間 すべての発しんが痂皮化して

から  

突発性発しん 
－ 

解熱し機嫌が良く全身状態が

良いこと 

インフルエンザ 症状が有る期間（発症前 24 時間から発

病後 3日程度までが最も感染力が強い） 

発症した後 5日を経過し、かつ

解熱した後３日を経過するま

で 

咽頭結膜熱（アデノウイ

ルスによる発熱・のどの

痛み等・プール熱） 

発熱、充血等症状が出現した数日間 主な症状が消え 2日経過してか

ら  

流行性角結膜炎 

（アデノウイルスによ

る目の感染症・はやり

目） 

充血、目やに等症状が出現した数日間  感染力が非常に強いため結膜

炎の症状が消失してから  

新型コロナウイルス感

染症 

発症後 5 日間 発症した後５日を経過し、 

かつ症状が軽快した後１日を

経過すること 

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としています。 
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意 見 書（医師記入） 

きらりつばさ保育園 園長 宛 
園児氏名               
        年    月    日 生 

（病名） （該当疾患に をお願いします） ☑

 麻しん（はしか）※ 

 風しん 

 水痘（水ぼうそう） 

 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

 結核 

 百日咳 

 腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111等） 

 急性出血性結膜炎 

 侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎） 
※の疾患については、必ずしも治癒の確認は必要ありません。 

症状の改善が認められた段階で記入することが可能です。 

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。 

          年   月   日から登園可能と判断します。 

    年    月   日      医療機関名                 

医師名             印   

※かかりつけ医の皆さまへ 
  保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をで

きるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症に

ついて意見書の記入をお願いします。 

※保護者の皆さまへ 

上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障が

ないと判断され、登園を再開する際には、この「意見書」を保育所に提出してください。 

 

 

 

 

 



 

 

登 園 届（保護者記入） 

きらりつばさ保育園 園長 宛 

    園児氏名               

                         年    月    日 生 

 

（病名） （該当疾患に をお願いします） ☑

 溶連菌感染症 

 マイコプラズマ肺炎 

 手足口病 

 伝染性紅斑（りんご病） 

 胃腸炎 

 ヘルパンギーナ 

 ＲＳウイルス感染症 

 ヒトメタニューモ 

 帯状疱しん 

 突発性発しん 

 咽頭結膜熱（アデノウイルスによる発熱・のどの痛み等）※ 

 流行性結膜炎（アデノウイルスによる目の感染症・はやり目） 

 インフルエンザ 

 新型コロナウイルス感染症 

 

（医療機関名）                （     年    月    日受診 ） 

において病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので、 

    年    月    日より登園いたします。 

    年   月   日 

保護者名                 

 

※保護者の皆さまへ 

   保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や 

流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、登園 

届の記入及び提出をお願いします。
  



 

外用薬用 与薬依頼書（記入例） 

依頼日 5/6 （月）  /   (火)  /   (水)  /   (木)  /   (金)  /   (土)  

保護者確認 きらり      

園確認       

 

 あおぞら 組 園児名  きらり つばさ      保護者名   きらり たえこ               

＜病名＞ 

①（ 花粉症         ） 

②（ アレルギー性皮膚炎   ） 

＜病院名＞ 

①（ ○×クリニック   ） 

②（ △◎皮膚科      ） 

＜病院での処方日＞ 

①（   5月 9日    ） 

②（   5月 6日    ） 

＜塗り薬＞（部位: 背中とおなか） 

個数：( 1 )個 

効能：□抗生剤  ☑ かゆみ止め 

□炎症止め ☑ 保湿剤 

□その他（       ） 

塗る時間：☑ 午睡前 □午睡後 

     □その他（      ） 

＜目薬＞（右目・左目・両目） 

個数：( 1 )本 

効能：□抗生剤 ☑かゆみ止め 

   □炎症止め 

   □その他（     ） 

点ける時間：☑午睡前 □午睡後 

□その他（      ） 

＜注意事項＞  

※ 塗り薬・目薬が数種類ある場合、①と②に分けてお書きください。 

※ 依頼日と保護者確認欄のサインは依頼日当日に記入をお願いいたします。 

※ 一人につき一枚ご記入ください。（兄弟姉妹での連名はご遠慮ください） 

 ※ 薬は袋・容器に必ず名前を記入してください。 

 

外用薬用 与薬依頼書 

依頼日 /   (月)  /   (火)  /   (水)  /   (木)  /   (金)  /   (土)  

保護者確認       

園確認       

 

          組 園児名                保護者名                       

＜病名＞ 

①（             ） 

②（             ） 

＜病院名＞ 

①（            ） 

②（            ） 

＜病院での処方日＞ 

①（           ） 

②（           ） 

＜塗り薬＞（部位:       ） 

個数：(   )個 

効能：□抗生剤  □かゆみ止め 

□炎症止め □保湿剤 

□その他（       ） 

塗る時間：□午睡前 □午睡後 

     □その他（      ） 

＜目薬＞（右目・左目・両目） 

個数：(   )本 

効能：□抗生剤 □かゆみ止め 

   □炎症止め 

   □その他（     ） 

点ける時間：□午睡前 □午睡後 

□その他（      ） 

＜注意事項＞  

※ 塗り薬・目薬が数種類ある場合、①と②に分けてお書きください。 

※ 依頼日と保護者確認欄のサインは依頼日当日に記入をお願いいたします。 

※ 一人につき一枚ご記入ください。（兄弟姉妹での連名はご遠慮ください） 

 ※ 薬は袋・容器に必ず名前を記入してください。 

きりとり 
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 内服薬用 与薬依頼書（記入例） 

依頼日 ： 令和 2年  5月 10日（ 水 ） 

 

 あおぞら 組 園児名  きらり ゆう      保護者名   きらり たえこ                    

＜病名＞ 

①（ アレルギー性鼻炎    ） 

②（             ） 

＜病院名＞ 

①（ ○×こどもクリニック ） 

②（            ） 

＜病院での処方日＞ 

①（   5月 9日    ） 

②（            ） 

＜飲み薬＞ 

種類：水(   )本・ 粉( 2 )包 

効能：□抗生剤 □整腸剤 □咳止め ☑抗アレルギー □その他（       ） 

飲む時間：□給食前 ☑給食後 

 

＜注意事項＞  

※ 飲み薬が数種類ある場合、①と②に分けてお書きください。 

※ 一人につき一枚ご記入ください。（兄弟姉妹での連名はご遠慮ください） 

 ※ 薬は袋・容器に必ず名前を記入してください。水薬は一回分を別の容器に入れて提出ください。 

 ※ 集団保育の場所ですので、本来は元気な子を預かるのが保育園です。体調不良が続く場合はお休みや 

早目のお迎えにご協力ください。また、病児保育や緊急ファミリーサポート等もご活用ください。 

 

 

内服薬用 与薬依頼書 

依頼日 ： 令和   年    月    日（  ） 

 

          組 園児名                保護者名                       

＜病名＞ 

①（             ） 

②（             ） 

＜病院名＞ 

①（            ） 

②（            ） 

＜病院での処方日＞ 

①（           ） 

②（           ） 

＜飲み薬＞ 

種類：水(   )本・ 粉(   )包 

効能：□抗生剤 □整腸剤 □咳止め □抗アレルギー □その他（       ） 

飲む時間：□給食前 □給食後 

 

＜注意事項＞  

※ 薬が数種類ある場合、①と②に分けてお書きください。 

※ 一人につき一枚ご記入ください。（兄弟姉妹での連名はご遠慮ください） 

 ※ 薬は袋・容器に必ず名前を記入してください。水薬は一回分を別の容器に入れて提出ください。 

 ※ 集団保育の場所ですので、本来は元気な子を預かるのが保育園です。体調不良が続く場合はお休みや 

早目のお迎えにご協力ください。また、病児保育や緊急ファミリーサポート等もご活用ください。 

 

きりとり 


